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令和２年度 外部評価（行政評価委員会・市民参加の取組）実施案 

１ 令和２年度外部評価の概要 

⑴ 評価の位置づけと目的 

札幌市自治基本条例、札幌市行政評価実施要綱に基づく外部評価として、行政評価の客観性及び信

頼性を確保するため、札幌市行政評価委員会による評価を実施する。 

＜（抜粋）札幌市自治基本条例 第 19条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、行政

評価に関する制度を整備し、実施するものとする。この場合において、市長等は、市民の視点に立

った外部評価を取り入れるものとする。＞ 

 

⑵ 評価対象事項 

令和元年度に実施した予算小事業とその上位目的である施策を対象とする（札幌市行政評価実施

要綱第２条第４号）。 

⑶ 評価の視点 

ア 必要性 施策目的や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な事業等か、また、必要性は薄れてい

ないか。 

イ 有効性 事業等の効果は十分に発揮されているか。また、事業の成果は、施策目的の達成に貢献

し、市民生活へ寄与しているか。 

ウ 効率性 施策目的を達成するために効率的な手法により事業等が実施され、必要な場合には市

内部の連携は十分に図られているか。 

エ 担い手 事業等の担い手について、事業等の効果の発揮の観点から客観的に妥当なものか。 

オ 事業水準 施策目的や社会経済情勢の変化等を踏まえ、事業の水準は妥当なものとなっている

か。 

カ その他 その他委員が必要と判断した視点。 

⑷ 評価の方法 

施策や事業に関する資料を用いながら、勉強会や所管部局へのヒアリングを行い、上記評価の視点

に基づき、評価を行う。評価結果について、委員会としての最終報告書をまとめ、市長に手交する。 

例年、施策及び事業のうち、市民生活との密着性が高く、特に市民意見を聴く必要性が高いと判断

したものについて市民参加の取組（ワークショップ）を行っているが、新型コロナウイルス感染症に

おける感染拡大防止の観点から、令和２年度は実施の見送りも含め、市民参加の手法について検討す

る。 

 

 ⑸ 指摘事項のフォローアップ 

行政評価委員会による過年度の指摘事項に関し、事業所管局によるその後の対応等について、その

状況を評価（フォローアップ）する。 

 

⑹ その他の事項 

平成 28年度の行政評価委員会において指摘した、株式会社札幌エネルギー供給公社・株式会社北

海道熱供給公社に関して、団体所管局から出資団体としての在り方の検討結果を聴取し、点検する。 
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２ 実施スケジュール（案） 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、変更となる可能性あり 

時期 令和元年度実績 令和２年度実施予定 

５月  
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７月 
 

８月 
 

９月  

10月  

11月  

12月  

１月  

２月  

 ○報告書手交式：２月 

評価結果の公表：2 月 

○第 1 回委員会：6 月 6 日 

・外部評価の対象候補施策の選定 

・30 年度指摘事項に対する検討状況の中間報告 

○第 2 回委員会：7 月 10 日 

・評価対象事業の選定 

・29 年度指摘事項のフォローアップ 

・市民参加 WS のテーマ選定 

・ヒアリングの進め方について 

○再ヒアリング：10 月 

（必要に応じて実施） 

○市民参加ワークショップ 

・1 回目：8 月 24 日(課題の抽出） 

・2 回目：9 月 8 日(課題解決アイデアの抽出） 

○第 3 回委員会：11 月 5 日 

・指摘事項案等の協議 

○第 4 回委員会：12 月 11 日 

・報告書の検討 

○ヒアリング：8 月 6 日 

・評価対象事業ヒアリング 

○報告書手交式：1 月 30 日 

評価結果の公表：2 月 3 日 

Niche  

 

○第 1 回委員会：6 月 3 日 

・外部評価の対象候補施策の選定 

・元年度指摘事項に対する検討状況の中間報告 

○第 2 回委員会：6 月 24 日（予定） 

・評価対象事業の選定 

・30 年度指摘事項のフォローアップ 

・ヒアリングの進め方について 

・市民参加の手法の検討 

○ヒアリング：8 月～9 月 

・評価対象事業ヒアリング 

○第 3 回委員会：11 月 

・指摘事項案等の協議 

・出資団体点検（予定） 

○第 4 回委員会：12 月  

・報告書の検討 
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